
対象
市民参加する

事項
対象事項の概要

市民参加の方法
（審議会等は名称）

実施予定時期 担当部署

意見交換会 令和6年7月頃

意見公募 令和6年12月頃

紫波町観光振興計画策定懇談
会

令和6年5月、11月、
令和7年1月

意見交換会 令和6年7月頃

意見公募 令和6年10月頃

意見交換会 令和6年9月

意見公募
令和6年9～10月（一
カ月間）

紫波町再犯防止推進協議会
令和6年5～6月・7～
8月・10～11月

紫波町都市再生協議会
令和6年7月、令和6
年11月

紫波町都市計画審議会
令和6年11月,令和7
年2月

パブリックコメント/住民説明会
令和6年12月～令和
7年1月

意見交換会 随時

意見公募
令和7年1月（20日
間）

子ども・子育て会議
令和6年7月～令和7
年2月

意見交換・意見公募 令和6年4月

意見公募 令和6年10月

意見公募 令和6年12月

紫波町環境保全審議会
令和6年12月～令和
7年4月

意見公募
令和6年12月中旬～
令和7年1月上旬

紫波町防災会議 令和７年 2月6日

意見公募
令和6年12月中旬～
令和7年1月上旬

紫波町防災会議 令和7年 2月6日

（仮称）西の杜こどもの
家整備等

西の杜小学校区の学童保育施設を統合し、小学校周辺に
こどもの家を整備する。

説明会・意見交換 令和6年8～10月 こども課

第3期紫波町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略

我が国における急速な少子高齢化や人口減少などの課題
解決を図り、地域課題の解決や魅力向上に向けた取組を推
進するため、「まち・ひと・しごと創生法」第10条に基づき策
定するもの。現行の第2期総合戦略が令和6年度をもって計
画期間満了を迎えることから、第3期総合戦略（R7～R11）を
策定する。

意見公募 令和7年1月頃 企画課

こども課

環境課

第四次紫波町観光振
興計画

紫波町都市計画マス
タープラン及び立地適
正化計画

都市計画課

対象事
項以外
で市民
参加す
る事項

町全域、町民の生命、身体及び財産を災害から保護するた
め、町及び防災関係者の機能を有効に発揮し、災害対応に
万全を期するために必要な事項を定めたもの。

消防防災課

紫波町水防計画

町全域、町民の生命、身体及び財産を災害から保護するた
め、町及び防災関係者の機能を有効に発揮し、災害対応に
万全を期するために必要な事項を定めたもの。 消防防災課

商工観光課

生涯学習課

紫波町子ども・子育て
支援事業計画

（仮称）スポーツ交流拠
点施設の設置（紫波町
スポーツ施設条例）

消防防災課

紫波町地域再犯防止
計画

中小企業が地域の経済社会において果たす役割の重要性
に鑑み、中小企業の振興に関する基本理念等を定めること
により、持続可能で活力ある地域経済の振興を図り、住民
が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる社会
の実現に寄与するため、新たな条例を制定する。

持続可能なまちづくりの推進を図るため、都市計画マスター
プランの改定を行うことと併せて、都市再生特別措置法の
改定で制度化された立地適正化計画の作成について、前年
度から引き続き市民参加により策定する。

紫波町一般廃棄物（ご
み）処理基本計画（中
間見直し）

令和　6　年度　市民参加予定

紫波町中小企業振興
条例

全国における刑法犯検挙人数に占める再犯者の人員比率
の上昇に備え、紫波町においても、罪を犯した者の円滑な
社会復帰を後押し、自立することで安心して暮らせるまちを
実現するため、令和７年度から令和１１年度までの５年を計
画期間とする、「紫波町再犯防止計画（仮称）」を市民参加
により策定する。

紫波町地域防災計画

商工観光課

市民参
加の対
象とな
る事項

紫波町まち・ひと・しごと総合戦略及び令和５年度に締結し
た「スポーツを通じた地域交流促進のためのクラブハウス整
備事業に関するいわてグルージャ盛岡と紫波町との包括連
携協定」に基づき、紫波運動公園内に（仮称）スポーツ交流
拠点施設を設置する。設置時期は、令和７年３月末を見込
む。

令和３年３月に策定された「一般廃棄物（ごみ）処理基本計
画」において７年度を中間年度として、これまでの取組を検
証するとともに、人口減少等の社会情勢の変化、ごみ処理
の現状を踏まえ、新たな計画を市民参加により策定する。

現行紫波町子ども・子育て支援事業計画の計画期間が令
和６年度となっているため、令和７年度から令和11年度まで
の５年を計画期間とする「第三次紫波町子ども・子育て支援
事業計画」を市民参加により策定する。

町、市民、観光関連団体及び観光事業者などが相互理解と
協力のもと観光振興を図ることを目的とした観光振興計画
の改定を行う。
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